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一

規
　
　
　
程
（
水
）

○
東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

二

規
　
　
　
程
（
下
水
）

○
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…	

三

規
　
　
　
程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
三
十
二
号

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
四
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
交
通
局

規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
七
中

「
キ
ャ
リ
ア
活
用

三
年
以
上

〇
年
以
上

」
を

「
キ
ャ
リ
ア
活
用

三
年
以
上

〇
年
以
上

経
験
者

五
年
以
上

三
年
以
上

〇
年
以
上
」
に
改
め
、
同
表
備	

		

考
一
中
「
又
は
電
気
技
術
」
を
「
、
電
気
技
術
又
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
」
に
改
め
、
同
表
備
考
六
中
「
キ
ャ
リ
ア

活
用
」
の
下
に
「
及
び
経
験
者
」
を
加
え
、
同
表
備
考
六
を
同
表
備
考
八
と
し
、
同
表
備
考
五
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六　

試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
経
験
者
の
者
を
採
用
時
に
職
務
の
級
二
級
に
決
定
す
る
場
合
に
は
、

職
務
の
級
欄
の
う
ち
一
級
を
空
欄
、
二
級
を
「
〇
年
以
上
」
、
三
級
を
「
三
年
以
上
」
と
読
み

替
え
る
。

七　

試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
経
験
者
の
者
を
採
用
時
に
職
務
の
級
三
級
に
決
定
す
る
場
合
に
は
、

職
務
の
級
欄
の
う
ち
一
級
及
び
二
級
を
空
欄
、
三
級
を
「
〇
年
以
上
」
と
読
み
替
え
る
。

別
表
第
十
四
中

「
キ
ャ
リ
ア
活
用

二
級
二
十
五
号
給

」
を

「
キ
ャ
リ
ア
活
用

二
級
二
十
五
号
給

経
験
者

一
級
三
十
七
号
給

」
に
改
め
、
同
表
備	

		

考
二
を
同
表
備
考
五
と
し
、
同
表
備
考
一
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二　

試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
経
験
者
の
者
の
う
ち
、
職
務
の
級
一
級
の
適
用
を
受
け
、
別
表
第

十
九
に
お
け
る
「
修
士
課
程
修
了
」
の
う
ち
標
準
修
業
年
限
一
年
の
者
、
「
専
門
職
学
位
課
程

修
了
」
の
う
ち
標
準
修
業
年
限
一
年
の
者
及
び
「
大
学
専
攻
科
卒
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る

者
に
つ
い
て
は
、
初
任
給
欄
の
号
給
を
一
級
四
十
号
給
と
、
職
務
の
級
一
級
の
適
用
を
受
け
、

同
表
に
お
け
る
「
博
士
課
程
修
了
」
及
び
「
修
士
課
程
修
了
」
の
う
ち
標
準
修
業
年
限
二
年
以

上
の
者
、
「
専
門
職
学
位
課
程
修
了
」
の
う
ち
標
準
修
業
年
限
二
年
以
上
の
者
並
び
に
「
大
学

六
卒
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
初
任
給
欄
の
号
給
を
一
級
四
十
三
号
給
と

す
る
。

三　

試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
経
験
者
の
者
の
う
ち
、
職
務
の
級
二
級
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ
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８　

試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
経
験
者
の
者
を
採
用
時
に
職
務
の
級
三
級
に
決
定
す
る
場
合
に
は
、

職
務
の
級
欄
の
う
ち
一
級
及
び
二
級
を
空
欄
、
三
級
を
〇
年
以
上
と
読
み
替
え
る
。

別
表
第
三
事
務
及
び
技
術
職
員
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

事
務
及
び
技
術
職
員

キ
ャ
リ
ア
活
用

水
道
局
給
料
表
㈠

二
級
二
十
五
号
給

経

験

者

一
級
三
十
七
号
給

Ⅰ

類

Ａ

一
級
三
十
七
号
給

Ⅰ

類

Ｂ

一
級
二
十
九
号
給

Ⅱ

類

一
級
十
七
号
給

Ⅲ

類

一
級
五
号
給

別
表
第
三
中
備
考
６
を
備
考
９
と
し
、
備
考
５
を
備
考
８
と
し
、
備
考
４
を
備
考
７
と
し
、
備
考
３

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４　

職
種
及
び
試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
事
務
及
び
技
術
職
員
か
つ
経
験
者
の
者
の
う
ち
、
職
務
の

級
一
級
の
適
用
を
受
け
、
経
験
年
数
起
算
表
に
お
け
る
「
大
学
専
攻
科
卒
等
」
の
区
分
の
適
用
を

受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
初
任
給
欄
中
「
一
級
三
十
七
号
給
」
と
あ
る
の
は
「
一
級
四
十
号

給
」
と
、
職
務
の
級
一
級
の
適
用
を
受
け
、
同
表
に
お
け
る
「
修
士
課
程
修
了
等
」
の
区
分
の
適

用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
初
任
給
欄
中
「
一
級
三
十
七
号
給
」
と
あ
る
の
は
「
一
級
四
十

三
号
給
」
と
す
る
。

５　

職
種
及
び
試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
事
務
及
び
技
術
職
員
か
つ
経
験
者
の
者
の
う
ち
、
職
務
の

級
二
級
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
初
任
給
欄
の
号
給
を
二
級
二
十
五
号
給
と
す
る
。

６　

職
種
及
び
試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
事
務
及
び
技
術
職
員
か
つ
経
験
者
の
者
の
う
ち
、
職
務
の

級
三
級
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
初
任
給
欄
の
号
給
を
三
級
二
十
九
号
給
と
す
る
。

別
表
第
四
の
二
キ
ャ
リ
ア
活
用
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

経

験

者

二
年

二
年

二
年

三
年

四
年

五
年

六
年

七
年

九
年

別
表
第
四
の
二
備
考
３
中
「
別
表
第
三
水
道
局
初
任
給
基
準
表
」
を
「
初
任
給
基
準
表
」
に
改
め
、

同
表
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４　

初
任
給
基
準
表
の
備
考
５
に
定
め
る
初
任
給
の
適
用
を
受
け
る
者
の
学
歴
免
許
等
欄
に
掲
げ
る

年
数
は
、
学
歴
免
許
等
に
適
用
さ
れ
る
年
数
に
「
修
士
課
程
修
了
等
」
に
あ
つ
て
は
三
年
を
、

い
て
は
、
初
任
給
欄
の
号
給
を
二
級
二
十
五
号
給
と
す
る
。

四　

試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
経
験
者
の
者
の
う
ち
、
職
務
の
級
三
級
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ

い
て
は
、
初
任
給
欄
の
号
給
を
三
級
二
十
九
号
給
と
す
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
　
　
　
程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
五
号

東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
四
月
三
十
日

東
京
都
水
道
局
長　

西　

山　

智　

之

東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
キ
ャ
リ
ア
活
用
」
を
「
級
別
資
格
基
準
表
の
試
験
（
選
考
）
欄
の

区
分
が
キ
ャ
リ
ア
活
用
及
び
経
験
者
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

職
員
を
降
格
さ
せ
た
場
合
で
当
該
降
格
が
二
級
以
上
下
位
の
職
務
の
級
へ
の
降
格
で
あ
る
と
き
に

お
け
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
級
下
位
の
職
務
の
級
へ
の
降
格
が
順
次

行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
の
三
イ
の
部
キ
ャ
リ
ア
活
用
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

経

験

者

五
年
以
上

三
年
以
上

○
年
以
上

別
表
第
一
の
三
イ
の
項
の
表
備
考
１
中
「
キ
ャ
リ
ア
活
用
」
の
下
に
「
、
経
験
者
」
を
加
え
、
同
表

備
考
７
中
「
キ
ャ
リ
ア
活
用
」
の
下
に
「
及
び
経
験
者
」
を
加
え
、
同
表
中
備
考
７
を
備
考
９
と
し
、

備
考
６
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７　

試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
経
験
者
の
者
を
採
用
時
に
職
務
の
級
二
級
に
決
定
す
る
場
合
に
は
、

職
務
の
級
欄
の
う
ち
一
級
を
空
欄
、
二
級
を
〇
年
以
上
、
三
級
を
三
年
以
上
と
読
み
替
え
る
。
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次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５　

試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
経
験
者
の
者
を
採
用
時
に
職
務
の
級
二
級
に
決
定
す
る
場
合
に
は
、

職
務
の
級
欄
の
う
ち
一
級
を
空
欄
、
二
級
を
「
〇
年
」
、
三
級
を
「
三
年
」
と
読
み
替
え
る
。

６　

試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
経
験
者
の
者
を
採
用
時
に
職
務
の
級
三
級
に
決
定
す
る
場
合
に
は
、

職
務
の
級
欄
の
う
ち
一
級
及
び
二
級
を
空
欄
、
三
級
を
「
〇
年
」
と
読
み
替
え
る
。

別
表
第
三
事
務
技
術
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

事
務
技
術

キ
ャ
リ
ア
活
用

下
水
道
局
企
業
職
給

料
表
㈠

二
級
二
十
五
号
給

経

験

者

一
級
三
十
七
号
給

Ⅰ

類

Ａ

一
級
三
十
七
号
給

Ⅰ

類

Ｂ

一
級
二
十
九
号
給

Ⅱ

類

一
級
十
七
号
給

Ⅲ

類

一
級
五
号
給

別
表
第
三
中
備
考
５
を
備
考
８
と
し
、
備
考
４
を
備
考
７
と
し
、
備
考
３
を
備
考
６
と
し
、
備
考
２

を
備
考
５
と
し
、
備
考
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２　

試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
経
験
者
の
者
の
う
ち
、
職
務
の
級
一
級
の
適
用
を
受
け
、
経
験
年

数
起
算
表
に
お
け
る
「
大
学
専
攻
科
卒
等
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
初

任
給
の
欄
中
「
一
級
三
十
七
号
給
」
と
あ
る
の
は
「
一
級
四
十
号
給
」
と
、
職
務
の
級
一
級
の

適
用
を
受
け
、
同
表
に
お
け
る
「
修
士
課
程
修
了
等
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
初
任
給
の
欄
中
「
一
級
三
十
七
号
給
」
と
あ
る
の
は
「
一
級
四
十
三
号
給
」
と
す
る
。

３　

試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
経
験
者
の
者
の
う
ち
、
職
務
の
級
二
級
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
初
任
給
欄
の
号
給
を
二
級
二
十
五
号
給
と
す
る
。

４　

試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
経
験
者
の
者
の
う
ち
、
職
務
の
級
三
級
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
初
任
給
欄
の
号
給
を
三
級
二
十
九
号
給
と
す
る
。

別
表
第
四
の
二
キ
ャ
リ
ア
活
用
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

経

験

者

二
年

二
年

二
年

三
年

四
年

五
年

六
年

七
年

九
年

別
表
第
四
の
二
備
考
３
中
「
別
表
第
三
下
水
道
局
企
業
職
初
任
給
基
準
表
」
を
「
初
任
給
基
準
表
」

に
改
め
、
同
表
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

「
大
学
専
攻
科
卒
等
」
に
あ
つ
て
は
四
年
を
、
「
大
学
四
卒
」
、
「
短
大
三
卒
」
、
「
短
大
二

卒
」
、
「
高
校
専
攻
科
卒
」
、
「
高
校
三
卒
」
、
「
高
校
二
卒
」
及
び
「
中
学
卒
」
に
あ
つ
て
は

五
年
を
加
え
た
年
数
と
す
る
。

５　

初
任
給
基
準
表
の
備
考
６
に
定
め
る
初
任
給
の
適
用
を
受
け
る
者
の
学
歴
免
許
等
欄
に
掲
げ
る

年
数
は
、
学
歴
免
許
等
に
適
用
さ
れ
る
年
数
に
「
修
士
課
程
修
了
等
」
に
あ
つ
て
は
六
年
を
、

「
大
学
専
攻
科
卒
等
」
に
あ
つ
て
は
七
年
を
、
「
大
学
四
卒
」
、
「
短
大
三
卒
」
、
「
短
大
二

卒
」
、
「
高
校
専
攻
科
卒
」
、
「
高
校
三
卒
」
、
「
高
校
二
卒
」
及
び
「
中
学
卒
」
に
あ
つ
て
は

八
年
を
加
え
た
年
数
と
す
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
　
　
　
程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
十
三
号

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
六
年
四
月
三
十
日

東
京
都
下
水
道
局
長　

佐
々
木　
　
　

健

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程

第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
二
中
「
別
表
第
一
の
三
及
び
別
表
第
一
の
四
に
定
め
る
」
を
削
る
。

第
十
三
条
第
二
号
た
だ
し
書
中
「
キ
ャ
リ
ア
活
用
」
を
「
級
別
資
格
基
準
表
の
試
験
（
選
考
）
欄
の

区
分
が
キ
ャ
リ
ア
活
用
及
び
経
験
者
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
三
キ
ャ
リ
ア
活
用
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

経

験

者

五
年

三
年

〇
年

別
表
第
一
の
三
備
考
１
中
「
キ
ャ
リ
ア
活
用
」
の
下
に
「
、
経
験
者
」
を
加
え
、
同
表
備
考
５
中

「
キ
ャ
リ
ア
活
用
」
の
下
に
「
及
び
経
験
者
」
を
加
え
、
同
表
中
備
考
５
を
備
考
７
と
し
、
備
考
４
の
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４　

初
任
給
基
準
表
の
備
考
３
に
定
め
る
初
任
給
の
適
用
を
受
け
る
者
の
学
歴
免
許
等
欄
に
掲
げ

る
年
数
は
、
学
歴
免
許
等
に
適
用
さ
れ
る
年
数
に
「
修
士
課
程
修
了
等
」
に
あ
つ
て
は
三
年
を
、

「
大
学
専
攻
科
卒
等
」
に
あ
つ
て
は
四
年
を
、
「
大
学
四
卒
」
、
「
短
大
三
卒
」
、
「
短
大
二

卒
」
、
「
高
校
専
攻
科
卒
」
、
「
高
校
三
卒
」
、
「
高
校
二
卒
」
及
び
「
中
学
卒
」
に
あ
つ
て

は
五
年
を
加
え
た
年
数
と
す
る
。

５　

初
任
給
基
準
表
の
備
考
４
に
定
め
る
初
任
給
の
適
用
を
受
け
る
者
の
学
歴
免
許
等
欄
に
掲
げ

る
年
数
は
、
学
歴
免
許
等
に
適
用
さ
れ
る
年
数
に
「
修
士
課
程
修
了
等
」
に
あ
つ
て
は
六
年
を
、

「
大
学
専
攻
科
卒
等
」
に
あ
つ
て
は
七
年
を
、
「
大
学
四
卒
」
、
「
短
大
三
卒
」
、
「
短
大
二

卒
」
、
「
高
校
専
攻
科
卒
」
、
「
高
校
三
卒
」
、
「
高
校
二
卒
」
及
び
「
中
学
卒
」
に
あ
つ
て

は
八
年
を
加
え
た
年
数
と
す
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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